
第 22 回横浜環境活動賞審査委員会 会議録 

日  時 平成 26 年 8 月 27 日（水）15 時 00 分～16 時 50 分 

開催場所 横浜開港記念会館 ４号室 

出 席 者 川崎あや委員長、戸川孝則副委員長、篠木幹子委員、為崎緑委員、若林史郎委員 

欠 席 者 北村亘委員、山﨑滋委員 

開催形態 公開（傍聴者なし） 

議  題 １ 審査方法について 

２ 審査基準について 

３ 募集案内について 

４ 今後のスケジュールについて 

決定事項 【審査方法について】 

・応募資料の枚数制限については、事務局案のとおり実施する。 

・資料 8-1～8-3 の表現を応募者が分かりやすいように修正する。 

・審査委員による事前質問は、前回までと同様実施する。 

・プレゼンテーションは３分程度、質疑応答は５分程度、部門ごとに休憩を１５分程度、午前 10 時程度から開始し、

昼食をはさむことを想定する（今後の応募状況により時間等修正あり）。 

【審査基準について】 

・過去に実践賞を受賞したことがある個人、団体、企業、児童・生徒・学生が応募してきた場合、発展性の判断材料

とするため、Ａ４サイズの別紙１枚に、前回受賞時と比べてどこが発展したのかを記載した資料も添付する。 

【募集案内について】 

・審査にプレゼンテーションがあること（パソコンの使用禁止）と、一団体あたりのプレゼンテーションの時間、ま

た、日時・会場を募集案内に記載する。 

・生物多様性についての簡単な説明を募集案内に記載する。 

・審査基準の発展性は、過去の受賞団体に限る旨を資料８-１、８-２、８-３に記載する。 

【その他】 

・本来記載しなければならない欄が記載されていない応募用紙は、事務局-応募者間で調整し、修正してから送付す

る。 

議  事 （事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（川崎委員長） 

開会。委員紹介の前に、委員の交代がありましたので、報告します。横浜市町内会連合会の委員

交代に伴い、橋本委員に代わり、山﨑委員が就任しました。任期は橋本委員の在任期間となる、平

成 27 年 10 月 31 日までです。それでは委員のご紹介をします。 

 （各委員紹介） 

本日所要のため、北村亘様と、山﨑滋様が欠席です。 

 

なお、本日の委員会は、横浜環境活動賞審査委員会運営要綱第４条第３項により、委員の半数以

上の出席が得られていますので、成立していることを報告します。 

また、本委員会は同要綱第５条により公開となっています。 

 

同運営要綱第４条第２項の規定により、審査委員会の議長は委員長になっておりますので、 

以降の議事進行を、委員長よろしくお願いいたします。 

 

【議題（１）審査方法について】  

それでは、議事に入ります。はじめに、第 22 回の審査方法について説明をお願いします。 
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 （資料４、及び資料５の説明） 

ただいまの説明についてご質問、ご意見があればお願いします。 

 これまでの平均は何ページ程度だったか。応募資料は 10 ページが妥当か 

 各団体平均して５、６ページ。それに加えて補足の説明資料を添付しています。 

 添付資料は各団体共に多かった。この添付資料をコンパクトにまとめるのが主な目的。 

 応募用紙と補足の添付資料を合わせて 10 ページという表現（資料 8-1～8-3）は分かりにくいので

はないか。応募用紙、補足の添付資料それぞれ何ページ以内と表現したほうが分かりやすいのでは

ないか。 

 これまでは、応募用紙に多くの情報を記載する団体がいる一方で、応募用紙の記載内容はシンプ

ルにまとめ、補足資料を多く添付する団体もいた。案で示されている応募用紙は、白紙で 3 ページ

だが、記載欄を大きくしても５ページまでにするなどとするか。 

 やはり応募用紙の表現が分かりにくい。 

 資料 8-1～8-3 共通して、「本応募用紙と、詳細・補足資料は合わせてＡ４サイズ 10 枚以内として

ください」と修正してはどうか。 

 事務局の意図として、それぞれの資料のページ数を制限していないのは、フレキシブルに記載で

きることを目的としているのか。 

 団体がなるべくＰＲしやすいようにしてもらいたいと考えている。 

 応募資料 10 ページの割り振りで、応募用紙 7枚・添付資料３枚の団体と、応募用紙３枚・添付資

料７枚の団体を同じように評価するのは難しいか。 

 前回は、応募用紙の欄を大きくして多くの内容を記載しているのは、企業の部に多かったように

思う。記述量が多くなると、論点が多岐に渡ってしまう印象がある。 

 企業は、組織が評価されるため、取組んでいることを全て記載したくなる。そのため、応募用紙

の記載内容が膨大になる。企業は添付資料を選ぶことが大変なので、応募用紙の方が記載しやすい。

 欄の大きさを制限してしまうと、本当は多くの取組をしている団体が記入しきれなかった場合、

正当な評価ができない恐れがある。そのため、ある程度欄の大きさに余裕を持たせた方が良いと思

う。 

 応募資料の量に制限を設ければ、各部門表現方法を工夫するのではないか。 

 では、今回は事務局案のとおり実施し、もし評価しにくいようであれば、次回からはそれぞれの

資料のページ数を定めるなどの措置をとってみるようにする。また、資料 8-1～8-3 の表現を応募者

が分かりやすいように修正する。 

 事務局案では応募者のプレゼンテーションや質疑応答があるので、審査委員からの事前質問はな

いとしているがどうか。 

 事前質問がないと評価しにくいのではないか。限られた時間の質疑応答だけで十分に話せないと、

プレゼン側も審査側も、お互いにフラストレーションがたまってしまうので、事前質問はあったほ

うがよい。その上で補足的にプレゼンテーションや質疑応答をすればよいのではないか。 

質問にはネガティブな内容もあるため、それぞれの委員の疑問に思ったことは、事前に解決をさ

せておきたい。 

 事前質問はこれまで通り行うものとする。 

 プレゼンテーションを行う試みは良いが、審査する側にもかなりの集中力が要求される。資料５

にある通り、合計５時間半になると、開始時の集中力が維持し続けられるか危惧される。 

 実際に５時間以上かかるとすると、午前と午後に分ける必要がある。 

 プレゼンテーションを行わず、質疑応答だけというやり方も考えられるが、短い時間でもプレゼ



 

（篠木委員） 

（為崎委員） 

（川崎委員長） 

 

（為崎委員） 

（事務局） 

（為崎委員） 

 

（戸川副委員長） 

（事務局） 

 

（為崎委員） 

（川崎委員長） 

 

（戸川副委員長） 

（為崎委員） 

 

（事務局） 

（為崎委員） 

 

（川崎委員長） 

 

（若林委員） 

（川崎委員長） 

（為崎委員） 

 

（川崎委員長） 

（篠木委員） 

（事務局） 

 

（戸川副委員長） 

（篠木委員） 

（川崎委員長） 

 

（川崎委員長） 

（為崎委員） 

 

（事務局） 

（為崎委員） 

（川崎委員長） 

（為崎委員） 

ンテーションを聞くことができれば、審査委員が応募者のことをより理解できると思う。 

 プレゼンテーションは応募者の義務とするか。 

 どうしても審査委員会に出席できない団体はどうするか。 

 義務とするのであれば、プレゼンテーションに来られない団体は応募できないとするか、また、

義務ではないが、出席できないとプレゼンテーションできない分不利になるという考えもある。 

 平日に審査委員会を行うのであれば、学生の出席は難しいのではないか。 

 プレゼンテーションの時間を学生の部を夕方に設定するなどの対応は可能 

 プレゼンテーションをできないからと言って、応募ができないとするのは、この賞の趣旨に会わ

ない。もし出席できないのであれば、書面のみで審査する形がよいのではないか。 

 これまでの応募者から、プレゼンテーションを行うことへのニーズはあったのか。 

 審査委員会を傍聴する中で、議論の内容が応募者の意図することとは異なるものとなった場合に、

ただ傍聴するだけではなく、説明する機会がほしい旨の要望があった。 

 やはり質疑応答をなくすわけにはいかない。 

 議論を中断させる形での発言はできないが、プレゼンテーションを聞くことは団体を理解するた

めに役立つし、団体の納得にもつながる。 

 プレゼンテーションがあることと、その日時も募集要項に記載すべき。 

 部門ごとの審査方法については、従来のように一件ごとに審査委員同士の議論をするのではなく、

各部門 20 分間で集中的に議論することになるのか。 

 前回までの一件ごとの審査委員同士の審査の代わりに、質疑応答を行うという認識。 

 それぞれの委員の専門分野が違うので、各委員との意見交換は行いたい。ただ、20 分間でするの

は難しいのではないか。 

 審査委員が採点をする際に、専門分野的に分からないことがあった場合、他の委員に意見をうか

がう目的で、この 20 分間を使いたい。20 分が適切かはやってみないと分からない。 

 面接の時のことを参考にしても、１団体あたり 10 分は短いように思える。 

 事前に資料を出してあるのだから、１団体あたりプレゼンテーションは３分あれば足りると思う。

 本当にＰＲしたいことを端的に言ってくださいと事前に周知しておかないと、プレゼンテーショ

ンに慣れていない団体にとっては難しいのではないか。 

 ３分という事をきちんと伝えておけば、各団体工夫をしてくると思う。 

 プレゼンテーションの際は何も見ないで話を聞くのか。 

 パソコンや別途資料を配布することは想定していない。手持ちで写真やパネルを提示することは

よい。見せ方についても工夫をしてほしい。 

 企業はパワーポイントが使えないことに戸惑うと思う。 

 それについてもきちんと応募資料に記載しておくべき。 

 プレゼンテーションの日と、１団体あたりの時間とパワーポイント使用不可等について応募の注

意書きに全て記載しておく 

 模型などを持ってくる団体もあるのではないか。 

 団体の入れ替えや準備をスムーズに行えるようにしなければいけない。準備も含めて３分と記載

しておくべきではないか。 

 このような発表について、場馴れしているかは団体による。 

 落とすためのプレゼンテーションではないので、厳しいイメージを与えてはいけない。 

 少し柔らかい表現にしたほうが良い。 

 プレゼンテーションの時間は３分が妥当だと思う。 
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 質疑応答は５分あれば２，３人は質問できるので十分だと思う。 

 応募状況にもよるが、プレゼンテーションは３分程度、質疑応答は５分程度、部門ごとに休憩を

１５分程度、お昼の休憩も考慮すると、午前 10 時くらいから開始して、一日がかりになる。 

 各部門の採点は各部門の最後に行うが、生物多様性特別賞は、すべての採点が終わってからの発

表になる。 

 応募団体は各部門の開始に間に合うように来ればよい。 

 出席できない団体については、審査委員会で審査委員による意見交換をするか 

 最後の 20 分の中で話し合うこととする。 

 

【議題（２）審査基準について】  

次に、審査方法について事務局から説明をお願いします。 

（資料６の説明） 

ただいまの説明についてご質問、ご意見があればお願いします。 

審査基準は応募用紙と共に配布するのか 

ホームページ上に応募開始と同時に公開します。 

ホームページが見られない応募者に対してはどのように周知するのか。 

応募用紙を取りに来庁した応募者についてはその時合わせて渡します。また、簡易的な審査の視

点については、応募用紙にも記載してあります。 

大きな変更としては、再応募者の審査基準が回数を重ねるごとに厳しくなるということ。 

大賞受賞者は新しい取組での応募はできないのか。 

大賞受賞者は表彰の対象となりません。 

再応募の際、記載する取組を変えても、もともとその団体がその取組を行っていたら、それは発

展しているとは言えない。 

発展したかどうかは、どのように判断するのか。前回の資料も確認するのか。 

過去の応募資料は５年分しか残っていない。年度終了後５年を経過すると、廃棄処分となるため。

応募用紙の 10 枚とは別に、Ａ４サイズの別紙１枚に、前回受賞時と比べてどこが発展したのか記

載してもらったらどうか。 

応募したが受賞しなかった個人・団体が再応募した場合は、この「発展性」の対象外となる。そ

の旨を、資料８-１、８-２、８-３に記載したほうが良い。 

発展性は団体によって異なる。 

５年以内に応募した場合は、前回の資料も参考として事務局から送付してほしい。 

前回の審査委員会でも話しが挙がったが、大学生が組織する団体は市民の部に入れるか。 

大学生を市民の部として審査すると内容が幼稚に見えてしまう団体もあるのではないか。落とす

ことが目的の賞ではないので、他の学生と同様に審査したほうが良いのではないか。 

 

【議題（３）募集案内について】  

次に、募集案内について事務局から説明をお願いします。 

（資料７，８の説明） 

ただいまの説明についてご質問、ご意見があればお願いします。 

推薦用紙は公開の対象か。 

推薦用紙は公開の対象ではありません。 

生物多様性について理解が難しい応募者もいるのではないか。 
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理解していない応募者もいるかもしれない。 

生物多様性について概略を募集案内に入れたほうがよい。 

応募用紙の公開について、団体の住所は公開対象か。 

電話番号や住所は公開の対象外です。 

募集案内の表紙に子どもが多いので、少し偏っていると感じる。 

再度検討します。 

文字サイズについてはユニバーサルデザインがあるのではないか。 

ガイドラインがあるので、それにしたがって作成します。 

大賞受賞者は表彰の対象外だが、募集を妨げるものではない。もし応募してきた場合、受賞しな

いことが決まっている応募内容について審査することは難しい。 

記載方法を再検討します。 

 

【議題（４）今後のスケジュールについて】  

次に、審査方法について事務局から説明をお願いします。 

（資料９の説明） 

審査委員による書面での事前質問を行うことになったので、スケジュールは微修正します。プレ

ゼンテーションの日程や会場が決定したら、その情報も募集案内に記載します。 

表彰式は第 21 回同様６月の予定です。 

第 21 回では、本来記載しなければならない欄が記載されていない応募用紙があった。今回はその

ような応募用紙があった場合、事務局で調整し、受理できるレベルに修正してから送付してほしい。

 

 【議題(５)その他】  

全体を通して、委員から確認したい事項はありますか。 

（全委員特になし） 

 

以上ですべての議題を終わりにします。それでは事務局にお返しします。 

 

委員長はじめ、委員の皆さまには長時間にわたりご議論いただき、ありがとうございました。 

なお本日の会議録についてですが、公開とさせていただきます。では、本日の審査委員会はこれ

をもって終了いたします。ありがとうございました。 
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横浜環境活動賞審査委員会運営要綱 

第 21 回横浜環境活動賞での課題検討について（案） 

審査方法見直しについて（案） 

審査基準（案）（市民の部／企業の部／児童・生徒・学生の部／特別賞） 

募集案内（案） 

応募用紙（案）（市民の部／企業の部／児童・生徒・学生の部／推薦用紙） 

今後のスケジュールについて 

（参考資料）これまでの受賞者一覧 
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